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第８節 防疫及び遺体の処理  ····························· 213 

 

５ 鉄道災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の鉄道状況  ······························· 215 

第２節 鉄道交通の安全のための情報の充実  ··············· 216 

第３節 鉄道交通安全運行の確保  ························· 216 

第４節 鉄道車両の安全性の確保  ························· 217 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え  ···· 217 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ····················· 221 

第２節 活動体制の確立  ································· 222 

第３節 救助・救急，医療及び消火活動  ··················· 225 

第４節 避難勧告，避難指示（緊急），誘導  ················ 226 

第５節 緊急輸送のための交通の確保，緊急輸送活動  ········ 226 

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動  ················· 227 

第７節 防疫及び遺体の処理  ····························· 227 

第３章 災害復旧  ········································· 228 
 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の道路交通状況  ··························· 229 

第２節 道路交通の安全のための情報の充実  ··············· 230 

第３節 道路施設等の管理と整備  ························· 230 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え  ···· 230 

第５節 防災知識の普及  ································· 233 

第６節 再発防止対策の実施  ····························· 233 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ····················· 234 

第２節 活動体制の確立  ································· 235 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第３節 救助・救急，医療及び消火活動  ················· 239 

第４節 緊急輸送のための交通の確保，緊急輸送活動  ····· 239 

第５節 危険物の流出に対する応急対策  ················· 240 

第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動  ········· 240 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ··············· 240 

第８節 防疫及び遺体の処理  ··························· 241 

第３章 災害復旧  ······································· 241 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項）  ····· 242 

第２節 石油類等危険物施設の予防対策  ················· 245 

第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策  ··················· 246 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策  ····················· 248 

第５節 放射線使用施設等の予防対策  ··················· 249 

第６節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策 

 ······················································· 250 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡（各災害共通事項）  · 251 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項）  ············· 255 

第３節 石油類等危険物施設の事故応急対策  ············· 258 

第４節 高圧ガス，火薬類の事故応急対策  ··············· 261 

第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策  ············· 265 

第６節 放射線使用施設等の事故応急対策  ··············· 266 

第７節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故応急対策  ··· 267 

第８節 避難誘導対策  ································· 268 

第９節 捜索・救出・救助対策  ························· 269 

第 10 節 応援要請対策  ································ 269 

第 11 節 医療救護対策  ································ 269 

第 12 節 緊急輸送の確保  ······························ 269 
 

８ 大規模な火事災害対策計画 

第３節 救助・救急，医療及び消火活動  ··················· 239 

第４節 緊急輸送のための交通の確保，緊急輸送活動  ········ 239 

第５節 危険物の流出に対する応急対策  ··················· 240 

第６節 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動 ············ 240 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ················· 240 

第８節 防疫及び遺体の処理  ····························· 241 

第３章 災害復旧  ········································· 241 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項）  ········ 242 

第２節 石油類等危険物施設の予防対策  ··················· 245 

第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策  ····················· 246 

第４節 毒劇物取扱施設の予防対策  ······················· 248 

第５節 放射線使用施設等の予防対策  ····················· 249 

第６節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策 

 ························································· 250 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡（各災害共通事項）  ···· 251 

第２節 活動体制の確立（各災害共通事項）  ··············· 255 

第３節 石油類等危険物施設の事故応急対策  ··············· 258 

第４節 高圧ガス，火薬類の事故応急対策  ················· 261 

第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策  ··············· 265 

第６節 放射線使用施設等の事故応急対策  ················· 266 

第７節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故応急対策  ······ 267 

第８節 避難誘導対策  ··································· 268 

第９節 捜索・救出・救助対策  ··························· 269 

第 10 節 応援要請対策  ·································· 269 

第 11 節 医療救護対策  ·································· 269 

第 12 節 緊急輸送の確保  ································ 269 
 

８ 大規模な火事災害対策計画 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強いまちづくり  ························· 271 

第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実  ······· 272 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 

 ······················································· 272 

第４節 防災知識等の普及  ····························· 274 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ··················· 275 

第２節 活動体制の確立  ······························· 276 

第３節 救助・救急，医療及び消火活動  ················· 279 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  ····· 279 

第５節 避難の受入れ  ································· 280 

第６節 施設及び設備の応急復旧活動  ··················· 280 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ··············· 280 

第８節 防疫及び遺体の処理  ··························· 281 

第３章 災害復旧  ······································· 281 

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり  ····················· 282 

第２節 林野火災防止のための情報の充実  ··············· 282 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え  · 282 

第４節 防災活動の促進  ······························· 285 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ··················· 285 

第２節 活動体制の確立  ······························· 287 

第３節 救助・救急，医療及び消火活動  ················· 289 

第４節 緊急輸送のための交通の確保  ··················· 291 

第５節 避難の受入れ  ································· 291 

第６節 施設，設備の応急復旧活動  ····················· 291 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ··············· 291 

第８節 二次災害の防止活動  ··························· 292 

第１章 災害予防 

第１節 災害に強いまちづくり  ··························· 271 

第２節 大規模な火事災害防止のための情報の充実  ·········· 272 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 

 ························································· 272 

第４節 防災知識等の普及  ······························· 274 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ····················· 275 

第２節 活動体制の確立  ································· 276 

第３節 救助・救急，医療及び消火活動  ··················· 279 

第４節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動  ········ 279 

第５節 避難の受入れ  ··································· 280 

第６節 施設及び設備の応急復旧活動  ····················· 280 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ················· 280 

第８節 防疫及び遺体の処理  ····························· 281 

第３章 災害復旧  ········································· 281 

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 林野火災に強い地域づくり  ······················· 282 

第２節 林野火災防止のための情報の充実  ················· 282 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え  ···· 282 

第４節 防災活動の促進  ································· 285 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡  ····················· 285 

第２節 活動体制の確立  ································· 287 

第３節 救助・救急，医療及び消火活動  ··················· 289 

第４節 緊急輸送のための交通の確保  ····················· 291 

第５節 避難の受入れ  ··································· 291 

第６節 施設，設備の応急復旧活動  ······················· 291 

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動  ················· 291 

第８節 二次災害の防止活動  ····························· 292 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

１ 総則 

第２節 県土の自然条件 

２ 気象災害の概況 

(1) 台風（昭和 16 年以降） 

○54 平成 30.9.29～10.1（台風第 24 号） 

（省略） 

○55 （新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 総則 

第２節 県土の自然条件 

２ 気象災害の概況 

(1)台風（昭和 16 年以降） 

○54 平成 30.9.29～10.1（台風第 24 号） 

（省略） 

○55 令和 1.10.12～10.13（台風第 19号（令和元年東日本台風）） 

・10 月 6日 3 時に南鳥島近海で発生した台風第 19 号は，大型で

猛烈な台風に発達した後，日本の南を北上した。台風は，大型で

強い勢力を保ったまま，12 日 19 時前に伊豆半島に上陸し，関東

地方を通過した後，13日 12 時に日本の東海上で温帯低気圧に変

わった。 

・台風の影響による記録的な大雨により，12 日 19 時 50 分から大

雨特別警報が最大 20 市町村で発表された。 

・10 月 10 日 18 時から 10 月 13 日 09 時までの総降水量は，花園

（北茨城市）で 479.0 ミリ，大能（高萩市）で 405.5 ミリ，徳田

（常陸太田市）で 345.0 ミリなど大雨となった。期間最大 1時間

降水量は，花園（北茨城市）で 60.0 ミリ（12 日 20 時 21 分まで），

大能（高萩市）で 52.0 ミリ（12日 16 時 26 分まで）など非常に

激しい雨となった所があった。また，県内では強い風が吹き，最

大瞬間風速は，つくば（つくば市）で 32.5 メートル（南南東，12

日 22 時 08 分），鹿嶋（鹿嶋市）で 30.7 メートル（南南東，12 日

20 時 37 分）を観測した。 

・久慈川では，大子町にある久慈川橋水位観測地点の水位が，13

日 0 時 40 分には 7.69ｍの計画高に迫り，大子町では護岸崩壊な

どが起き，下流の常陸大宮市や久慈川水系里川，浅川の流域でも

ある常陸太田市において堤防決壊や越水などが発生した。 

・この雨の影響では，ＪＲ水郡線の大子町の袋田―常陸大子間の

第６久慈川橋が流され，西金―上小川間の第 2久慈川橋も傾き不

通となった。 

・また，那珂川，那珂川水系藤井川においても，常陸大宮市をは

じめ那珂市，水戸市で，堤防決壊や越水などが発生するなど，県

内各地で甚大な被害が発生した。 

・被害は，死者 2名，行方不明者 1名，負傷者 20 名(中等症 7名，
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台風被害を追記 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

第３節 防災責任者の処理すべき事務又は業務の大綱 

第５ 指定公共機関 

東京電力パワーグリッド株式会社 

１ 災害時における電力供給に関すること。 

２ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

 

２ 風水害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 県土の保全 

第１ 治山治水計画 

１ 治山計画 

(1)森林の概況 

本県の森林は県北部を中心とする山岳林，県央中部から南西

部にかけての平地林及び海岸線に沿って分布する海岸林に大別

され，面積は 18万 7千 ha で県土の約 1/3 を占めている。 

(2)治山施設の整備 

 県内における山地災害危険地区等を調査した結果，総数で

1,237 箇所あり，その内訳は次のとおりである。（平成 31 年３

月末現在） 

 山地災害危険地区（民有林）1,176 箇所 

（国有林）  21 箇所 ※資料 8－12 

 

海岸防災林荒廃危険地区     40 箇所 ※資料 8－13 

 

２ 保安林整備計画 

(1) 保安林の概況 

平成30年度末現在で，民有保安林17,880ha，国有保安林

38,025ha，計55,905haの保安林が配備されている。 

軽症 13 名),住家被害 4,004 棟（全壊 146，半壊 1,590，一部損壊

1,721，床上浸水 104，床下浸水 443，）被害額 199 億 7035 万円（農

林水産業被害額合計 7,653,889 千円，中小企業推計被害額合計

12,316,463 千円）等であった。 

 

第３節 防災責任者の処理すべき事務又は業務の大綱 

第５ 指定公共機関 

東京電力パワーグリッド株式会社,株式会社ＪＥＲＡ 

１ 災害時における電力供給に関すること。 

２ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

 

２ 風水害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 県土の保全 

第１ 治山治水計画 

１ 治山計画 

(1)森林の概況 

本県の森林は県北部を中心とする山岳林，県央中部から南西部

にかけての平地林及び海岸線に沿って分布する海岸林に大別さ

れ，面積は 18万 9 千 ha で県土の約 1/3 を占めている。 

(2)治山施設の整備 

 県内における山地災害危険地区等は，総数で 1,242 箇所あり，

その内訳は次のとおりである。（令和２年３月末現在） 

  

山地災害危険地区（民有林）1,181 箇所 

（国有林）  21 箇所 ※資料 8－12 

 

海岸防災林荒廃危険地区     40 箇所 ※資料 8－13 

 

２ 保安林整備計画 

(1) 保安林の概況 

令和元年度末現在で，民有保安林17,888ha，国有保安林

38,025ha，計55,913haの保安林が配備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＥＲＡが対象者で

あるため 

（中央防災会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

（林業課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

第２節 土砂災害防止対策 

第５ 土砂災害警戒情報の発表 

２ 発表及び解除 

【発表】 

大雨警報発表中に，                   

    予測雨量等による計算値  が県と水戸地方気象台が

監視する基準（危険降雨量）を上回ると予測されるとき。 

 

第４節 都市防災 

３ 建築基準法第 22 条に基づく区域指定 

防火地域及び準防火地域以外の市街地について耐火建築物及

び簡易耐火建築物以外の建築物の屋根を不燃材料で造らなけれ

ばならない区域の指定を行い，火災の延焼防止を図る。 

 

 

４ 災害危険区域の指定 

地方公共団体は，条例で津波，高潮，出水等による危険の著

しい区域を災害危険区域として指定し，同区域内における住居

の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する

制限で災害防止上必要な措置をとるものとする。 

（災害危険区域は急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律

第３条１項により指定された急傾斜地崩壊危険区域とする。） 

 

第６節 農地・農業の安全対策 

第２ 農業計画 

１ 災害の未然防止対策 

(2) 農業共済加入率の向上 

農作物被害による損失に備えて，農業共済加入を促進する。 

 

 

第８節 情報通信設備等の整備 

６（新設） 

 

 

第２節 土砂災害防止対策 

第５ 土砂災害警戒情報の発表 

２ 発表及び解除 

【発表】 

大雨警報発表中に，実績降雨量に気象庁が提供するおおむね２

時間先の予測雨量等を加味した降雨量が県と水戸地方気象台が監

視する基準（危険降雨量）に達すると予測されるとき。 

 

第４節 都市防災 

３ 屋根不燃化区域の指定 

県及び建築主事を置く市は，防火・準防火地域以外の市街地に

おける木造等の建築物の延焼火災を防止するため，建築基準法に

基づき屋根を不燃材料で造り又は葺かなければならない区域に

ついて，必要に応じ指定の拡大を図る。 

 

４ 災害危険区域の指定 

地方公共団体は，条例で津波，高潮，出水等による危険の著し

い区域を災害危険区域として指定し，同区域内における住居の用

に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で

災害防止上必要な措置をとるものとする。 

                             

                             

 

第６節 農地・農業の安全対策 

第２ 農業計画 

１ 災害の未然防止対策 

(2) 農業保険の普及 

農業災害による損失に備えて，農業保険法（昭和 22 年法律第

185 号）に基づく農業保険への加入を促進する。 

 

第８節 情報通信設備等の整備 

６ 予防保全，災害復旧作業の迅速化 

 県，電気事業者及び電気通信事業者は，倒木等により電力供給

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

土砂災害警戒情報実

施要領等の記述と整

合 

（水戸地方気象台） 

 

表現の統一 

（建築指導課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例改正による区域

の見直し 

（建築指導課） 

 

 

 

農業災害補償法の改

正（農業経営課） 

 

 

防災基本計画の修正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

第 11 節 防災知識の普及 

１ 一般県民向けの防災教育 

(3)広報誌，パンフレットの配布 

 県，市町村，防災関係機関は，防災をテーマとした講演会，

講習会，シンポジウム，座談会等を開催し，広く参加を呼びか

け，知識の普及，意識の高揚を図る。 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                      

 

第 13 節 防災組織等の活動体制整備 

５ 企業防災の促進 

(1)（新設） 

 

 

 

 

(1) 地下街等  

 

第 14 節 要配慮者支援 

（新設） 

 

 

 

網，通信網に支障が生じることへの対策として，事前伐採等によ

る予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向け，相互の連携拡大

に努めるものとする。 

 

第 11 節 防災知識の普及 

１ 一般県民向けの防災教育 

(3)広報誌，パンフレットの配布 

 県，市町村，防災関係機関は，防災をテーマとした講演会，講

習会，シンポジウム，座談会等を開催し，広く参加を呼びかけ，

知識の普及，意識の高揚を図る。 

 なお，ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては，居住する

地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動

や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに，安全な

場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと，避難先として

安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること，警戒レベル４で

「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の

意味の理解の促進に努めるものとする。 

 

第 13 節 防災組織等の活動体制整備 

５ 企業防災の促進 

(1)企業の責務 

企業は，豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに

従業員等が屋外を移動することのないよう，テレワークの実施，

時差出勤，計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適

切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(2) 地下街等 

 

第 14 節 要配慮者支援 

３ 要配慮者の避難所等における支援体制の確保 

 地震災害対策計画編第２章第３節第５「要配慮者安全確保のた

めの備え」に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

（労働政策課） 

 

 

 

 

 

 

基本協定締結に伴う

修正 

地震災害対策計画編

に記載あり 

（福祉指導課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 外国人に対する防災対策の充実 

 

第２章 災害応急対策  

第１節 組織 

第１ 県 

１災害対策本部 

(1)組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 現地災害対策本部の設置 

付表 

【次ページ参照】 

４ 外国人に対する防災対策の充実 

 

第２章 災害応急対策 

第１節 組織 

第１ 県 

１災害対策本部 

(1)組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 現地災害対策本部の設置 

付表 

【次ページ参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

部局名 事前配備体制 

事前配備１ 事前配備２ 

営業戦略部  プロモーション戦略チーム ２ 

観光物産課               ３ 

               

            

産業戦略部  産業政策課        ３ 

技術革新課        １ 

産業基盤課        １ 

土地販売推進課      １ 

 

２ 災害警戒本部 

（省略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部局名 事前配備体制 

事前配備１ 事前配備２ 

営業戦略部  営業企画課          ３ 

プロモーションチーム     ２ 

立地整備課          １ 

宅地整備販売課        １ 

産業戦略部  産業政策課         ３ 

技術革新課         １ 

 （削除）          

 （削除）          

 

２ 災害警戒本部 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域防災計画（風水害等対策計画編）新旧対照表 

13 
 

改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

茨城県災害対策室配置概要図【一部抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 気象情報等計画 

第１ 特別警報・警報・注意報 

２ 特別警報・警報・注意報，その他気象情報の細分区域と運用 

(2) その他 

イ 記録的短時間大雨情報 

(県内で，              数年に一度程度しか発生しないような

猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析

(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したとき

に，府県気象情報の一種として発表する。この情報が発表され

たときは，土砂災害や低地の浸水，中小河川の増水・氾濫とい

った災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であ

り，実際に災害発生の危険度が高まっている場所について，警

報の「危険度分布」で確認する必要がある。) 

 

 

茨城県災害対策室配置概要図【一部抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 気象情報等計画 

第１ 特別警報・警報・注意報 

２ 特別警報・警報・注意報，その他気象情報の細分区域と運用 

(2) その他 

イ 記録的短時間大雨情報 

(県内で大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような

猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析

(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに,

府県気象情報の一種として発表される。この情報が発表されたと

きは,土砂災害や低地の浸水,中小河川の増水・氾濫といった災害

発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり,実際に

災害発生の危険度が高まっている場所について,警報の「危険度分

布」で確認する必要がある。) 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述の見直し 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

ウ 竜巻注意情報 

…この情報の有効期間は，発表から  1 時間である。 

 

第２ 洪水予報河川の洪水予報 

１  国が管理する河川の洪水予報 

   国の機関が行う洪水予報の伝達先 

(茨城県内関係のみ) 

 

担当管署 伝達先 伝達方法 

関東地方整備局 

常陸河川国道事務所 

霞ヶ浦河川事務所 

下館河川事務所 

県（土木部河川課） 
FAX 又は専

用電話 

関係市町村 
FAX 又は専

用電話 

河川情報センター 
専 用 回 線

FAX 

 

 

 

 

 

 

水戸地方気象台 

常陸河川国道事務所 

専用回線 

 

県（防災・危機管理課） 

陸上自衛隊施設学校 

ＮＨＫ水戸放送局 

ＮＴＴ東日本又は 

ＮＴＴ西日本※１ 

茨城県警察本部 イ ン タ ー

ネット 

※２ 茨城放送 

 

 

 

 

 

 

ウ 竜巻注意情報 

…この情報の有効期間は，発表から概ね 1時間である。 

 

第２ 洪水予報河川の洪水予報 

１  国が管理する河川の洪水予報 

   国の機関が行う洪水予報の伝達先 

(茨城県内関係のみ) 

 

担当管署 伝達先 伝達方法 

関東地方整備局 

常陸河川国道事務所 

霞ヶ浦河川事務所 

下館河川事務所 

県（土木部河川課） 
FAX 又は専

用電話 

関係市町村 
FAX 又は専

用電話 

河川情報センター 
専 用 回 線

FAX 

 

 

 

 

 

 

水戸地方気象台 

常陸河川国道事務所 

専用回線 

 

県（防災・危機管理課） 

（削除） 

ＮＨＫ水戸放送局 

ＮＴＴ東日本又は 

ＮＴＴ西日本※１ 

茨城県警察本部 
イ ン タ ー

ネット 

※２ 
茨城放送 

陸上自衛隊施設学校 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実態に合わせた修正 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝達方法の変更 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

２  県が管理する河川の洪水予報 

  利根川水系桜川洪水予報の伝達先 

担当管署 伝達先 伝達方法 

茨城県土木部河川課 

土浦土木事務所 
防 災 行 政

無線 

霞ヶ浦河川事務所 
専 用 回 線

ＦＡＸ 

茨城県警察本部 

ＦＡＸ 
土浦市 

つくば市 

阿見町 

 

 

 

 

 

 

水戸地方気象台 

常陸河川国道事務所 

専用回線 

 

県（防災・危機管理課） 

陸上自衛隊施設学校 

ＮＨＫ水戸放送局 

ＮＴＴ東日本又は 

ＮＴＴ西日本※１ 

茨城県警察本部 イ ン タ ー

ネット 

※２ 茨城放送 

 

第４ 土砂災害警戒情報 

（大雨警報（土砂災害）発表中に，大雨による土砂災害発生の

危険度が更に高まった時に，市町村長の避難勧告や住民の自主

避難の判断を支援するため，対象となる市町村を特定して警戒

を呼びかける情報で，茨城県と水戸地方気象台が共同で土砂災

害警戒情報を発表する。なお，これを補足する情報である大雨

警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情

報）で，実際に危険度が高まっている場所を確認することがで

きる（          警戒レベル４に相当する）。 

 

２  県が管理する河川の洪水予報 

  利根川水系桜川洪水予報の伝達先 

担当管署 伝達先 伝達方法 

茨城県土木部河川課 

土浦土木事務所 

メール 

及び 

ＦＡＸ 

霞ヶ浦河川事務所 

茨城県警察本部 

土浦市 

つくば市 

阿見町 

 

 

 

 

 

 

水戸地方気象台 

常陸河川国道事務所 

専用回線 

県（防災・危機管理課） 

（削除） 

ＮＨＫ水戸放送局 

ＮＴＴ東日本又は 

ＮＴＴ西日本※１ 

茨城県警察本部 
イ ン タ ー

ネット 

※２ 

茨城放送 

陸上自衛隊施設学校 

 

第４ 土砂災害警戒情報 

（大雨警報（土砂災害）発表後，命に危険を及ぼす土砂災害がい

つ発生してもおかしくない状況となったときに，市町村長の避難

勧告や住民の自主避難の判断を支援するため対象となる市町村を

特定して警戒を呼びかける情報で，茨城県と水戸地方気象台が共

同で土砂災害警戒情報を発表する。なお，これを補足する情報で

ある大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッ

シュ情報）で，実際に危険度が高まっている場所を確認すること

ができる（避難が必要とされる警戒レベル４に相当する）。 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝達方法の変更 

（水戸地方気象台） 

（県河川課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述の見直し 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

第５ 火災気象通報 

(2)通報の対象地域 

茨城県全域を対象とする。地域を限定して発表できる場合は，

「北部」,「南部」,「県北地域」,「県央地域」,「鹿行地域」,

「県南地域」,「県西地域」を用いる。 

 

(4)通報文の構成 

イ 発表官署名及び発表・解除 日 時 分 

ウ 本文は主文及び予想値（風向・風速・実効湿度・最小湿度） 

 

 

(5)通報の基準 

気象状況が実施基準になると予想された場合は直ちに通報す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 火災気象通報 

(2)通報の対象地域 

市町村単位で通報する。 

 

 

 

(4)通報文の構成 

イ 発表官署名及び発表日時 

ウ 見出し,対象地域・要素・期間及び予想値（風向・風速・実効

湿度・最小湿度）） 

 

(5)通報の基準 

（毎朝（5時頃）,向こう２４時間先までの気象状況の概要を気

象概況として通報する。この通報において,火災気象通報の通報基

準に該当又は該当するおそれがある場合は,見出しの冒頭に通報

区分として以下のとおり「火災気象通報」と明示し,注意すべき事

項を付加する。また,定時通報後,予想に変化があった場合は,定時

通報と同様の形式で通報を行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述の見直し 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

火災気象通報の運用

見直し 

（水戸地方気象台） 

 

火災気象通報の運用

見直し 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

第６節 広報 

２ 広報手段 

  広報活動実施系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 広報 

２ 広報手段 

 広報活動実施系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局班体制の見直

し 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第 10 節交通計画 

１ 規制の種別等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各機関別実施者 

エ 緊急通行車両の確認等 

(ｳ) 公安委員会は，あらかじめ災害対策基本法施行規則第２

条に規定する表示並びに同規則第３条に規定する標識及び標章

並びに証明書の用紙を作成して，県警察本部及び警察署の交通

主管課に配布しておくものとする。 

 

(ｴ) 標識及び標章並びに証明書の様式は次のとおりである。 

標識 

 

 

 

 

 

 

第 10 節 交通計画 

１ 規制の種別等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各機関別実施者 

エ 緊急通行車両の確認等 

(ｳ) 公安委員会は，あらかじめ災害対策基本法施行規則第５条

に規定する標示並びに同規則第６条に規定する標章及び証明書の

用紙を作成して，県警察本部及び警察署の交通主管課に配布して

おくものとする。 

 

(ｴ) 標示及び標章並びに証明書の様式は次のとおりである。 

標示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路情報モニターの

廃止（道路維持課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

条項の修正 

（防災・危機管理課） 

（県警） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

説明書 

様式第３（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 道路，橋梁の応急対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明書 

様式第４（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 道路，橋梁の応急対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条項の修正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（道路維持課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第 14 節 給水 

１ 方針 

災害のため飲料水が枯渇し又は汚染し，現に飲料に適する水

を得ることができない者に対し，飲料水を供給し保護する。又，

被災した水道施設の応急復旧等を行い，被災地の生活用水を確

保する。 

 

２ 実施機関 

(1) 飲料水の供給は，市町村長が実施する。ただし，救助法適

用時に知事が自ら行うことを妨げない。 

(2) 当該市町村限りで困難な場合は，近隣市町村，県，国，そ

の他関係機関の応援を得て実施するものとする。 

(3) 水道施設の応急復旧は，水道事業者が行う。 

 

３ 応急給水活動の実施 

(1) 活動内容 

用水供給事業者は，給水拠点において応急給水を実施する。

給水拠点からの輸送は，水道事業者の保有車及び調達車両等に

よって行うものとする。           

また，水道事業者は，配水池の水を有効利用し，給水車等に

より応急給水を実施する。 

県は，市町村から要請があった場合及び災害状況により必要

だと認める場合は，他の関係機関に支援を要請する。 

(2) 給水基準 

１日１人３リットル 

※資料 12－２（給水車等配備状況一覧） 

 

４ 搬水給水の給水源 

水道水を搬水給水する場合の給水源のうち県営水道について

は，次表のとおりである。 

 

 

 

 

第 14 節 給水 

１ 応急給水の実施 

 地震災害対策計画編第３章第５節第５「生活救援物資の供給」

に準じる。 

 

２ 上水道施設の応急復旧 

 地震災害対策計画編第３章第７節第３「ライフライン施設の応

急復旧」に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 

～ 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各災害対策編との整

合を図った。 

（水政課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，市町村における水道（上水道・簡易水道）の給水量は資

料 12－１のとおりである。 

 

５ 応急復旧 

水道施設の応急復旧は，本復旧に先立ち次により行う。 

(1) 応急復旧方針 

水源（取水）施設・導水施設・浄水施設等基幹施設の復旧を

最優先し，次いで主要給水所に至る送配水施設（送配水管，配

水本管，配水小管）給水装置の順に復旧する。なお，応急給水

活動を行う拠点に至る各管路についても可能な限り優先して復

旧するものとする。 

(2) 応援・協力 

ア 水道事業者は，指定水道工事業者等と連絡を密にし，災害

時における応急給水及び応急復 

旧体制を整備しておくとともに，必要があるときは，被災地

域外の水道事業者，水道工事業者等の応援又は協力を求める。 

イ 水道事業者は，被害を受けた他の水道事業者から応急給水

及び復旧のために，技術者，資機材，用水等について応援又は

協力を求められたときは，可能な限りこれに応ずるものとする。 

ウ 水道工事業者，水道資機材の取扱業者及び防災関係機関は，

水道事業者の行う応急給水及び復旧活動に協力するものとす

る。 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

第 15 節 要配慮者の安全確保対策 

５ 在宅の要配慮者に対する安全確保対策 

（新設） 

 

 

 

 

第 19 節 

災害時における廃棄物（粗大ごみ，不燃性ごみ，生ごみ，し

尿等）の処理は，混乱の最中に同時大量の収集，運搬及び処理

を必要とするほか，処理施設の被害，通信，交通の輻輳等多く

の困難が予想されるが，地域住民の保健衛生の確保及び環境の

保全を図るため次により迅速かつ適切に行うものとする。 

 

 

 

 

 

第１ 市町村の措置 

１ 状況の把握及び災害廃棄物の処理 

 災害が発生した場合，職員による巡視，住民の電話等によ

る要請等から迅速に被災地域の状況把握に努め，あらかじめ

定める災害廃棄物処理計画に基づき災害廃棄物の処理の主体

として，人材，資機材，廃棄物処理施設等を最大限に活用し，

災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理する。 

２ 協力要請 

 市町村は，災害廃棄物処理に単独で対応しきれない場合は，

近隣の市町村へ支援を求め，連携して対応する。 

 県は，市町村からの要請を受けた場合又は被害の状況等か

ら判断して必要と認めた場合は，市町村の行う災害廃棄物処

理について支援を行う。 

 

 

第 15 節 要配慮者の安全確保対策 

５ 在宅の要配慮者に対する安全確保対策 

(7) DWAT の派遣 

 県に対して被災市町村から DWAT の派遣要請があった場合に，災

害福祉支援ネットワークに対して避難所への DWAT の派遣要請を

行う。 

 

第 19 節 

災害時には，住民による片付け作業が始まると同時に，災害で

使用できなくなったものがごみとして搬出され，市町村のごみ処

理能力を超える大量の廃棄物が発生する場合がある。また，施設

の被災等により，市町村の一般廃棄物処理事業に支障が生じる可

能性もある。 

このため，被災市町村における災害時の適切な初動対応や，関

係機関との連携・協力により，災害廃棄物の迅速かつ適正な処理

を行う等，災害時における安定的な廃棄物処理体制を確保するも

のとする。 

  

第１ 市町村の措置 

１ 災害廃棄物の処理 

 被災市町村は，被災状況を的確に把握した上で，市町村災害

廃棄物処理計画に基づき，人員体制等の確保，仮置場の設置及

び住民への周知広報等を迅速に行い，仮置場等へ災害廃棄物を

円滑に誘導する。 

  加えて，ボランティア等の支援を得て，被災家屋等の片付け

や廃棄物の運搬を行う場合には，社会福祉協議会等と連携して

支援内容を調整するなど，効率的に作業を進めるものとする。 

 市町村が仮置場を設置した場合には，当該仮置場において，

廃棄物の飛散，流出，悪臭等による生活環境への支障や，火災

の発生を防止するとともに，廃棄物の処理方法に応じた分別を

進める。 

 災害廃棄物の処理にあたっては，適正な処理ルートを構築し，

 

 

 

 

124 

 

 

 

 

 

128 

～ 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本協定締結に伴う

修正 

（福祉指導課） 

 

 

 

令和元年東日本台

風における災害廃

棄物処理を踏まえ

た見直し 

 

防災基本計画の修

正 

 

協定内容の見直し 

（廃棄物対策課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 県の措置 

県は，被災市町村に対して災害廃棄物の処理に係る技術支援，

人的支援を行うとともに，災害廃棄物の処理に関連する事業者

への協力要請，国や他都道府県との広域的な支援体制を構築し，

連携して処理全体の進捗管理に努める。 

 

 

 

 

第３ 風水害による災害廃棄物の留意点 

水害による災害廃棄物は，水分を多く含み腐敗しやすく，悪

臭・汚水を発生することから，早急に被災家屋等から搬出する

必要がある。 

また，竜巻等の風害では，災害廃棄物が散乱するという特徴

がある。危険物・有害物等が混入しているおそれがあるため，

収集運搬，分別，保管，処分の際，これらに留意する必要があ

る。 

 

第４ 清掃施設 

 

 

 

腐敗性のある廃棄物の早期処理や，廃棄物の再資源化に努める。 

２ 広域処理 

 被災市町村は，災害時における廃棄物（災害廃棄物及び一般

廃棄物処理施設の機能停止等によって通常の処理が困難なごみ

及びし尿）の処理事業に支障が生じた場合には，県，市町村，

関係一部事務組合及び（一社）茨城県産業資源循環協会と締結

した協定，又は県及び（一社）茨城県環境保全協会と締結した

協定に基づき，協定の当事者に対して協力を求めることができ

る。 

 

 

第２ 県の措置 

県は，あらかじめ関係機関との連携・協力による広域的な支援

体制を確保し，被災市町村における災害時における廃棄物の迅速

かつ円滑な処理を支援する。 

県内の廃棄物処理に関する社会資本を最大限活用した上で，県

内での処理が困難と見込まれる場合には，国の災害廃棄物処理支

援ネットワークの活用等による県域を越えた広域処理を支援す

る。 

 

第３ （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 一般廃棄物処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 

～ 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定内容の見直し 

（廃棄物対策課） 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（廃棄物対策課） 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（廃棄物対策課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第 20 節 死体の捜索及び処理埋葬 

３ 災害救助法による死体の捜索，（後略） 

(2) 死体の処理 

ウ 費用の範囲及び限度額 

 

区 分 限度額 

死体の洗浄，縫合，消毒等のための費用 １体当たり 3,400 円以内 

死体の一時保存のための費用 
（略） 

仮建物の場合 5,300 円以内 

（略） （略） 

 

(3) 埋葬 

ウ 費用の範囲及び限度額 

(ｲ) 限度額 

大人（満 12 歳以上） 211,300 円以内 

小人（満 12 歳未満） 168,900 円以内 

 

第３章 災害復旧計画 

第４節 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金 

第１ 農林漁業復旧資金 

 

４ 農業災害補償 

農業経営者の災害によって受ける損失を補償する農業災害補償

法（昭和 22 年法律第 185 号）に基づく農業共済について，災害時

に農業共済組合等の補償業務の迅速，適正化を図るとともに，早期

に共済金の支払いをするよう指導する。 

 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の交通状況 

１ 県内の道路状況 

   

 

第 20 節 死体の捜索及び処理埋葬 

３ 災害救助法による死体の捜索，（後略） 

(2) 死体の処理 

ウ 費用の範囲及び限度額 

 

区 分 限度額 

死体の洗浄，縫合，消毒等のための費用 １体当たり 3,500 円以内 

死体の一時保存のための費用 
（略） 

仮建物の場合 5,400 円以内 

（略） （略） 

 

(3) 埋葬 

ウ 費用の範囲及び限度額 

(ｲ) 限度額 

大人（満 12 歳以上） 215,200 円以内 

小人（満 12 歳未満） 172,000 円以内 

 

第３章 災害復旧計画 

第４節 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金 

第１ 農林漁業復旧資金 

 

４ 農業災害補償 

農業保険法（昭和 22 年法律第 185 号）に基づく農業共済について，災

害時に農業共済組合等の補償業務の迅速，適正化を図るとともに，早期

に共済金の支払いをするよう指導する。 

 

 

６ 道路災害対策計画 

第１章 災害予防 

第１節 茨城県の交通状況 

１ 県内の道路状況 
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法律改正 

（関東総合通信局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律改正 

（農業経営課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

道路の種類 路線数 実延長 

高速自動車国道 3 192.7 

一般有料道路 2 70.5 

一般国道 17 1,096.7 

県道 317 3,403.0 

市町村道 194,154 51,137.7 

合計 199,493 55,900.6 

（高速自動車道及び一般有料道路は，平成 29年 4 月 1 日現在。 

その他は平成 27年 4月 1 日現在） 

※東水戸道路は一般有料道路に含む。 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策 

４ 大規模な地階のガス漏れ及び爆発事故予防対策 

(2) 保安規程等の提出 

〔事業者〕 

ガス事業法第 30条の規定に基づき（中略）されている（簡易

ガス事業者はこれを準用する。）保安規程の写しを（以下略） 

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 

１ 情報の収集・連絡関係 

(2) 通信手段の確保 

〔県（防災・危機管理部，警察本部），市町村〕 

・・・一方，住民に対する災害情報等を広報するため，

市町村災害行政無線の整備を推進するものとする。 

 

道路の種類 路線数 実延長 

高速自動車国道 3 201.5 

一般国道 18 1,180.6 

県道 316 3,377.4 

市町村道 190,303 50,805.6 

合計 190,640 55,565.1 

 

（平成 30年 4月 1 日現在） 

※県道に自転車道は含まない 

 

 

７ 危険物等災害対策計画 

第１章 

第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策 

４ 大規模な地階のガス漏れ及び爆発事故予防対策 

(2) 保安規程等の提出 

〔事業者〕 

ガス事業法第 24条、第 64 条及び第 97 条の規定に基づき（中略）

されている保安規程の写しを（以下略） 

 

９ 林野火災対策計画 

第１章 災害予防 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 

１ 情報の収集・連絡関係 

(2) 通信手段の確保 

〔県（防災・危機管理部，警察本部），市町村〕 

 ・・・一方，住民に対する災害情報等を広報するため，市 

町村防災行政無線の整備を推進するものとする。 
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時点修正 

（道路維持課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（関東経済産業局） 

 

 

 

 

 

 

 

表記の修正 

（関東総合通信局） 

 

 


